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特集１ 信用保証業務の電子化による利便性向上及び業務効率化の取り組み

応するため、当協会は令和３年４月に保証協会コ
ンピュータサービス株式会社と合同でプロジェク
トチーム（12 名体制で、うち２名は連合会の保証
申込電子化開発プロジェクトを兼務）を結成した。

 ３．試行運用協力金融機関との連携

　大阪シティ信用金庫は大阪市中央区に本店を置き、
大阪市や東大阪市を中心に営業展開する信用金庫
である。（令和３年度末の保証債務残高 5,632億円）
　大阪シティ信用金庫との間で実施した電子受
付システム運用開始までの一連の取り組み概要
は【図表１】のとおりであるが、具体的な内容
については、以下で紹介する。

  １．はじめに

　信用保証協会電子受付システム（以下、「電
子受付システム」という。）は申込書類等の授受
を電子的に行うために全国信用保証協会連合会

（以下、「連合会」という。）が中心となって開発
したシステムである。
　電子受付システムの開発にあたっては、大阪信
用保証協会（以下、「当協会」という。）も保証業務
の電子化に関する問題別研究会への参加や保証
業務電子化開発プロジェクトチームへの職員派遣
等を通じて、東京信用保証協会、愛媛県信用保証
協会とともに連合会への支援に取り組んできた。
　令和３年４月の開発着手から約１年５カ月の
期間を経て、電子受付システムは完成し、当協
会と試行運用協力金融機関である大阪シティ信
用金庫は令和４年８月 29 日から、電子による
信用保証申込の取り扱いを開始した。
　本稿では信用保証申込業務の電子化を実現す
るまでの当協会の取り組みについて紹介する。

 ２．組織・業務体制

　連合会が主導する信用保証業務の電子化に対
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【図表１：利用開始までのフロー】
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（2）システム開発
　大阪シティ信用金庫では、限られた期間の中で

「システム開発負担の軽減」と「事務の効率化の
実現」を目標にシステム開発が進められた。

①保証申込関係書式電子入力支援ツールの活用に
よる開発負担の軽減

　HULFT連携では、信用保証委託申込書や信用
保証依頼書、その他の添付書類の PDF に加え、
その内容をデータ化した CSVファイルを作成し、
それらを ZIP ファイル形式にしてデータ送信する
ことが必要となる。

（1）連携方式の選択
　大阪シティ信用金庫が選択した連携方式は
HULFT 連携（CLI 方式）である。
　API 連携と比較して機能面とコスト面のバ
ランスが良いことや、HULFT 製品は金融機関
での利用実績が豊富であること等が選択理由で
あった。
　また、HULFT連携のクライアントタイプ（Agent
とCLI）の選定においては、各種ライセンス契約や
インストーラーの手配が不要であること等、コス
ト面、手続き面における優位性の高さが選択の決
め手となった。【図表２】

　連合会が新たに提供することとした保証申込
関係書式電子入力支援ツール（EXCEL_VBA
版）（以下、「入力支援ツール」という。）は上
述の HULFT 連携用のデータ作成機能に加え、
電子受付システムと同等の入力チェックができ
る機能等、利便性を高める機能を多数実装して
いる。【図表３】

　大阪シティ信用金庫では入力支援ツールを利用
する方針とすることで、HULFT 連携用のデータ
作成に関する一連の機能開発を不要とし、開発負
担の軽減を実現した。

②事務効率化に向けた機能開発
　大阪シティ信用金庫はサーバ等の機器導入や
認証情報の設定等、HULFT を利用するための
環境構築が完了した後、HULFT 送信を一括で
処理するためのシステム開発に取り組んだ。
　これは、各営業店舗が入力支援ツールを使用し
て作成した連携用データを HULFT（CLI）で送
信する際、通常は１件ずつ手動で送信コマンドの
入力が必要であったものを、一括で実行処理でき
るよう開発したものである。
　上述のシステム開発により、誤処理の防止と
業務効率化を実現した。
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【図表２：CLI方式とAgent方式の比較】
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（3）各種テスト
　電子受付システムの利用開始に向けて、金融機
関と電子受付システム間の通信の確認と、システ
ム機能や品質、業務運用等の確認を目的として、

「疎通テスト」と「業務テスト」を実施すること
となった。【図表４】

　大阪シティ信用金庫では令和４年５月中旬から
上述のテストを開始した。
　当協会は限られた期間の中ですべてのテストを
完了させるために、大阪シティ信用金庫と共同でテ
ストシナリオやテストパターンを作成したほか、事
前準備からテスト実施までの間、緊密に意思疎通
と情報共有を図る等、入念な準備や調整に努めた。
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（4）本番切替準備・覚書の締結
　テスト工程が完了した後は、本番環境への利
用者情報や認証情報の設定等、システム面での
準備に加えて、各種申請書類の提出や覚書の締
結、運用面での各種調整等を行った。
　特に運用面の調整については、円滑な運用開
始の実現を最優先するという共通認識のもと、
協議を重ね、運用が安定するまで当面の間は、
以下のとおりの取り扱いとすることとした。

①対象店舗の選定
　急激な事務運用の変更による混乱を防止する
ため、電子による保証申込の取り扱いを実施す
る営業店舗を全 87 店舗のうち主要な 31 店舗に
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【図表３：入力支援ツールの概要図】

※連合会提供資料

【図表４：各種テストの説明】
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同意書の原本は、稟議書とあわせて保管している。
　電子申込の場合、原本は原則として貸付実行
時に提出されることから、収納に係る事務負担
を考慮し、信用保証委託契約書とあわせて保管
する運用とした。

<主な開発機能 >
①電子申込書類を受付部署のプリンタに自

動印刷する機能
②申込データを申込受付・稟議に係るオンラ

イン登録時の入力項目に反映させる機能
③金融機関に対し、不備書類等の依頼を電

子データで送信する機能
④訂正・追送分を含めた電子申込書類をオン

ラインで参照・印刷する機能
⑤金融機関担当者が、受付案件の協会担当

者や進捗状況等を照会できる機能

PDFファイル
送信対象

―

承諾 貸付実行後

否決取下 否決取下後

・「団信」に係る書類一式 ―

・保証料分納申請書兼
　預金口座振替申込書

○

・求償特約の念書 ○

・担保提供意思確認書　　等 ○

提出時期

保証申込時

○

貸付実行後

個人情報同意書

原本の提出対象となる書類

信用保証委託契約書

上記以外の書類

　また、保管場所の分散に伴い、個人情報同意
書を参照する際の繁雑さを回避するため、既往
のサブシステムを改修し、各担当者の業務端末
から個人情報同意書の PDF ファイルを参照可
能とした。

限定し、対象案件についても各営業店舗にて選
定する方針とした。

②データ連携処理の決定
　大阪シティ信用金庫のシステム運用担当者が
HULFT 連携の処理結果を確認できるよう転送
サイクルを１日に１回（午前中）とする運用とした。

③保証担当者からの情報周知
　各営業店舗の担当者が信用保証申込の電子化
への理解を深めることができるよう、大阪シ
ティ信用金庫の本部からの情報提供に加えて、
各営業店舗を専属で担当する当協会の保証担当
者が各営業店舗の担当者に直接、手続きの変更
点を説明する等、情報周知に努めた。

 ４．当協会基幹システムの開発と
　　 事務見直し

　電子受付システムの構築作業と並行し、当協
会の基幹システムである ORBIT システムの開
発と事務の見直しを実施した。当協会での主な
取り組みは、以下のとおりである。

（1）システム開発を実施する機能の選定
　システムの安全性確保とスケジュールどおり
の運用開始を最優先とするため、重要度の高い
機能に開発資源を集中することとした。
　また、当面は電子申込書類を紙媒体に出力し、

申込登録以降の手続きは、従来と同様の事務処
理フローとすることで、電子申込運用開始によ
る混乱を回避することとした。
　このような方針のもと、主な開発機能は【図
表５】のとおりとした。

（2）原本の提出を求める書類の取り扱い
①対象書類と提出時期
　申込書類のうち、顧客や金融機関の押印が必
要な書類（信用保証委託契約書、個人情報同意
書を除く。）については、PDF ファイルに加え、
保証申込時に原本の提出を求めることとした。
　貸付実行後とする案も検討したが、当該書面
が必要となるケースが限定的であることに加
え、事後管理に伴う事務負担や徴求漏れのリス
ク等を考慮したものである。【図表６】

②個人情報同意書の保管方法
　書面申込で保証申込時に提出される個人情報

【図表５：主な開発機能】 【図表６：対象書類と提出時期】
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書類区分 書類名

010 信用保証委託申込書・申込人概要 

020 信用保証依頼書 

030 個人情報の取扱いに関する同意書 

040 確定申告書（決算書：一式） 

041 確定申告書（決算書：財務諸表） 

042 確定申告書（決算書：別表） 

043 確定申告書（決算書：附属明細） 

049 確定申告書（決算書：その他） 

050 商業登記簿謄本 

060 印鑑証明書（一式） 

061 印鑑証明書（主債務者） 

062 印鑑証明書（関係人） 

070 許認可証 

080 認定書 

090 試算表 

990 その他資料 

<デメリット>
➢ 属性の異なる複数書類が１ファイルと

なることで、書類区分やファイル名か
ら書類内容が把握できない。書類内容
を把握するためには、ファイルの開封
が必要となる。

➢ 特定の書類区分のみに対して行うシス
テム処理を実行することができない。

（３）金融機関との調整
　運用の決定に際しては、金融機関の事務負担軽
減と協会の事務効率化のバランスが必要であった。
　特に金融機関と調整した事項は、以下のとおり
である。

①申込書類における「書類区分」の設定
　「信用委託申込書・申込人概要」及び「信用
保証依頼書」以外の申込書類について、定めら
れた書類区分【図表７】を単位として PDF ファ
イルの提出を求めることは、金融機関にとって
事務が繁雑になることが想定された。

　一方、協会側では、大括りの書類区分で
PDF ファイルが作成された場合、以下のデメ
リットがある。

　これらを踏まえて、双方で協議した結果、決
算書は PDF ファイルの分別を必須とし、それ
以外の書類は「990：その他資料」として集約
することを可能とした。
　なお、大阪シティ信用金庫では、自行で保持
している決算書の PDF ファイルを申込データ
に転送することで、行内でのスキャン手続きが
不要となった。
　金融機関との調整時においては、金融機関が
保持している電子書類データの体系を確認しな
がら検討することが重要である。

②申込書類の授受確認
　金融機関との申込書類の授受を明確にするた
め、既往の独自帳票「申込関係書類チェック票」
【図表８】を、電子申込時の提出書類とした。

　本帳票は、金融機関と協会の双方が、提出書
類の種類と員数等を記載する書式であり、書面
申込においては必須の提出書類としている。
　電子申込でも提出を求めることは、金融機関
の事務負担増となるものの、以下のメリットを
説明し、了承を得ることができた。

<メリット>
➢ 金融機関と協会の双方で、申込書類を

一覧形式で情報共有することが可能で
あり、授受確認も明確となる。また、
PDFファイルの送付漏れ等を含めた不
備書類の早期把握にも有益である。

➢ チェック対象とする提出書類の区分を
詳細に定めているため、PDFファイルの

　　書類区分やファイル名に依存せず、提出
書類の明細を把握することができる。

➢ 公的証明書や個人情報同意書等につい
て、「原本」、「写し」、「添付省略」のい
ずれかの取り扱いかを把握することが
できる。

➢ 個別の申込書類について、必要に応じ、
補足コメントを伝達することができる。

　このほか、前述の書類区分の設定が大括りと
なることのデメリットも解消された。

【図表７：書類区分】
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 ５．電子化導入のメリット

（1）申込書類等の受渡しの効率化
　申込書類や不備書類の郵送、持参が不要と
なったため、金融機関の事務負担が軽減され、
申込・審査のリードタイム短縮にも寄与している。
　当協会においても、来協対応や郵便物の開封
作業、回付作業が不要となるとともに、申込書
類を受付部署のプリンタに自動印刷すること等
により、事務の効率化につながっている。

（２）オンライン登録の効率化
　申込受付・稟議に係るオンライン登録におい
て、金融機関から送信された申込データが自動
的に入力項目に反映されるため、データの入力
に加え、入力内容の確認に係る事務負担軽減に
つながっている。

（３）不備書類等連絡の方法
　不備書類等の連絡について、金融機関担当者
が不在の場合でも、電子データで行うことが可
能となった。電話の往復や不在時の伝言等も不
要となり、保証審査のリードタイム短縮に寄与
している。

（４）個別案件に係る照会の減少
　金融機関が申込案件の担当者や進捗等の情報
をオンラインで確認することが可能となったた
め、個別案件に係る照会が減少し、事務の効率
化に寄与している。

 ６．おわりに（金融機関等の声）

　当協会内では、円滑な取り扱い開始に向け、
職員への内部説明会を実施する等、事務の変更
点やシステムの操作方法等の周知徹底に努め
た。その効果もあり、現在まで特段のトラブル
は発生しておらず、運用は安定している。
　金融機関からは、利便性が向上し、保証決定
までのトータルの期間が短縮したと一定の評価
をいただいている。
　一方で、一部の金融機関担当者においては申
込データの作成が手間といった声もある。
　引き続き、当協会のシステム機能拡充や事務
効率化を推進することで、金融機関や顧客に
とっての利用価値を一層高めるとともに、利用
金融機関の拡大にもつなげていきたい。
　今後、電子受付システムへ参加する協会への導入
支援として、情報提供にも努めていく所存である。

金 　 金
者

No
金 会

金 への 日

　 送

　持 （　　　　　　 ）

　　　

　

ック 金
（金 日） 　　　 　　　月　　日

に 　

信用保証

信用保証 、保証

企業

（

）

た 信 （メール ）

表 （1 ）

　

内

た 信 （メール ）

表 （1 ）

　

内

表

業 可証 （ ）

（ ） （ 会 用 ）

保証 会 信 ック スト

体信用 保 に る

保証 会 信 （日本 ）

保証 会 信 （ ）

保証 会 信 （ 会 ）

・ 年 日 ・ H ・ R 年 日

理者
・ ・

日

【図表８：申込関係書類チェック票】




